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八 潮 市 水 道 告 示 第 ７ ７ 号  

 事 後 審 査 型 制 限 付 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、地 方 自 治 法 施 行 令（ 昭 和 ２

２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ６ ７ 条 の ６ の 規 定 に 基 づ き 次 の と お り 公 告 す る 。 

 令 和 ６ 年 １ 1 月 ８ 日  

                   八 潮 市 長   大 山  忍  

 

１  入 札 対 象 案 件  

( 1 )   件   名  中 央 浄 水 場 ・ 南 部 配 水 場 で 使 用 す る 電 気  

（ 単 価 契 約 ）  

( 2 )  契 約 期 間  別 紙 仕 様 書 の と お り  

( 3 )  需 要 場 所  別 紙 仕 様 書 の と お り  

( 4 )  発 注 内 容  別 紙 仕 様 書 の と お り  

 

２  入 札 参 加 要 件 （ 参 加 者 は 、 次 の す べ て の 要 件 に 該 当 し て い る こ と 。）  

( 1 )  令 和 ５ ・ ６ 年 度 八 潮 市 競 争 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 （ 物 品 等 ） に 登 録

が あ る 者 で あ る こ と 。  

( 2 )  電 気 事 業 法 （ 昭 和 ３ ９ 年 法 律 第 １ ７ ０ 号 ） 第 ２ 条 の ２ の 規 定 に 基

づ く 小 売 電 気 事 業 者 の 登 録 を 受 け た 者 （ 以 下 「 小 売 電 気 事 業 者 」

と い う 。） で あ る こ と 。  

( 3 )  地 方 自 治 法 施 行 令 第 １ ６ ７ 条 の ４ の 規 定 に 該 当 し な い こ と 。  

( 4 )  会 社 更 生 法 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ） に 基 づ き 更 生 手 続 開 始

の 申 立 て が な さ れ て い る 者 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ２

２ ５ 号 ） に 基 づ き 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れ て い る 者 で な い

こ と 。  

た だ し 、 更 正 手 続 開 始 又 は 再 生 手 続 開 始 の 決 定 が さ れ て お り 、 か

つ 、 本 市 の 入 札 参 加 資 格 の 再 審 査 を 受 け て い る 者 を 除 く 。  

( 5 )  八 潮 市 の 指 名 停 止 期 間 中 で な い こ と 。 な お 、 公 告 日 か ら 入 札 日 ま

で の 期 間 に 指 名 停 止 措 置 又 は 指 名 除 外 措 置 を 受 け た 場 合 は 、 参 加
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資 格 を 失 う も の と す る 。  

( 6 )  当 該 業 務 に つ い て 、 本 入 札 公 告 の 日 か ら 過 去 ５ 年 以 内 に 国 （ 独 立

行 政 法 人 を 含 む 。） 又 は 地 方 公 共 団 体 と 契 約 を 締 結 し た 実 績 が ２ 件

以 上 あ る こ と 。  

( 7 )  仕 様 書 等 の 内 容 を 熟 知 し 、電 力 供 給 内 容 等 を 十 分 に 理 解 し た 上 で 入

札 に 参 加 で き る こ と 。  

 

３  一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書 の 提 出  

入 札 参 加 を 希 望 す る 者 は 、次 に よ り 一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書（ 様 式 第

１ 号 ） を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 期 限 ま で に 申 込 書 を 提 出 し な

い 者 は 、 本 入 札 に 参 加 す る こ と は で き な い 。  

( 1 )  入 札 参 加 申 込 書 提 出 期 限  

令 和 ６ 年 １ １ 月 １ ５ 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 ０ ０ 分  

( 2 )  一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書 の 提 出 方 法 及 び 提 出 場 所  

一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 必 要 事 項 を 記 入 し 、

八 潮 市 水 道 部 施 設 課 浄 配 水 ・ 計 画 担 当 ま で 持 参 又 は 郵 送 で 提 出

す る こ と 。  

 

４  質 問 方 法  

本 件 の 仕 様 書 に 対 す る 質 問 方 法 等 に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。 

( 1 )  質 問 書 提 出 期 限  

令 和 ６ 年 １ １ 月 １ ３ 日 （ 水 ） 午 後 ３ 時 ０ ０ 分  

（ 質 問 書 提 出 期 限 以 降 の 質 問 及 び 指 定 す る 方 法 に よ ら な い 質 問

は 、 一 切 受 け 付 け な い も の と す る 。 た だ し 、 事 務 手 続 に 関 す る

質 問 は こ の 限 り で は な い 。）  

( 2 )   提 出 方 法 及 び 提 出 場 所  

様 式 第 ２ 号 の 質 問 書 に よ り 八 潮 市 水 道 部 施 設 課 浄 配 水 ・ 計 画 担

当 へ 直 接 持 参 に よ る 提 出 又 は 電 子 フ ァ イ ル を 電 子 メ ー ル
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（ s u i d o - s h i s e t s u @ c i t y . y a s h i o . l g . j p） に 添 付 し 送 信 す る こ と

と す る 。  

( 3 )  回 答 日  

令 和 ６ 年 １ １ 月 １ ５ 日 （ 金 ）  

( 4 )   回 答 方 法  

八 潮 市 水 道 部 施 設 課 浄 配 水 ・ 計 画 担 当 に お い て 回 答 書 の 閲 覧 の

方 法 に て 回 答 す る 。 な お 、 質 問 者 に 対 し て は 、 電 子 メ ー ル 等 に

よ り 回 答 す る 。  

 

５  入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所  

( 1 )   日 時  

令 和 ６ 年 １ １ 月 １ ９ 日 （ 火 ） 午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分  

( 2 )   場 所  

八 潮 市 役 所 ４ 階 会 議 室 ４ － ２  

 

６  入 札 方 法 及 び 留 意 点  

  ( 1 )  契 約 に つ い て は 、 単 価 に よ り 行 う の で 、 入 札 に あ た っ て は 基 本 料

金 、 月 毎 の 電 力 量 の 単 価 を 設 定 す る こ と を 条 件 と す る 。  

( 2 )  入 札 は 、 入 札 書 に 必 要 事 項 を 記 載 し 、 記 名 押 印 の う え 、 入 札 箱 に

投 函 す る こ と 。 な お 、 入 札 書 は 原 則 と し て 八 潮 市 指 定 の 様 式 を 用

い る も の と す る 。  

( 3 )  入 札 に 参 加 す る 者 は 、 １ 業 者 １ 人 と す る 。  

( 4 )   入 札 保 証 金 は 免 除 と す る 。  

( 5 )   入 札 開 始 後 入 札 会 場 に 到 着 し た 者 は 、 入 札 に 参 加 で き な い 。  

( 6 )   代 理 人 に よ り 入 札 す る 場 合 は 、委 任 状 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

( 7 )   入 札 に 参 加 す る 者 の 数 が １ 人 で あ る 場 合 で も 、 原 則 と し て 入 札 を

執 行 す る 。  

( 8 )   入 札 し た 入 札 書 の 書 換 え は 、 理 由 の 如 何 を 問 わ ず 、 書 換 え 、 引 換
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え 又 は 撤 回 を す る こ と は で き な い 。  

( 9 )   入 札 書 に 記 載 す る 金 額  

①  入 札 書 に は 、 本 仕 様 書 に お け る 予 定 契 約 電 力 (ｋ Ｗ )、 年 間 予 定

使 用 電 力 量 (ｋ Ｗ ｈ )を 元 に 算 出 し た 予 定 総 額 (消 費 税 抜 き )を 記

載 す る こ と と す る 。 な お 、 予 定 総 額 と は 、 基 本 料 金 と 電 力 量 料

金 を １ ２ か 月 分 の 額 （ 消 費 税 抜 き ） で 燃 料 費 等 調 整 額 、 太 陽 光

発 電 促 進 付 加 金 及 び 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 促 進 賦 課 金 を 除 く

一 切 の 諸 経 費 を 含 め た も の と す る 。  

      ②  落 札 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の １ ０

０ 分 の １ ０ に 相 当 す る 金 額 を 加 算 し た 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満

の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 の 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 。） を も

っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で

あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額

の １ １ ０ 分 の １ ０ ０ に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と と

す る 。  

   ➂  本 入 札 の 予 定 価 格 に つ い て は 、 事 前 公 表 は し な い 。  

( 1 0） 入 札 者 は 、入 札 書 に 記 載 し た 金 額 の 積 算 内 訳 を 入 札 書 に 添 え て 提 出

す る こ と と す る 。  

    な お 、 積 算 内 訳 は 、 別 添 様 式 （ 入 札 書 積 算 内 訳 書 ） に 記 入 を す る も

の と す る 。 た だ し 、 当 様 式 に 積 算 の 内 訳 を 記 載 で き な い 場 合 は 、 当

様 式 を 見 本 に 任 意 様 式 に て 記 載 を し て 提 出 す る も の と す る 。  

( 1 1 )   入 札 書 積 算 内 訳 書 に 記 載 す る 単 価 に つ い て は 、消 費 税 及 び 地 方 消 費

税 を 加 算 し た 額 を 記 入 す る も の と す る 。  

( 1 2 )   再 度 の 入 札  

初 度 入 札 に お い て 落 札 候 補 者 が な い と き は 、 再 度 入 札 を 行 う 。  

①  再 度 入 札 に 参 加 で き る 者 は 、 初 度 入 札 に 参 加 し た 者 と す る 。  

た だ し 、 初 度 入 札 に お い て 無 効 の 入 札 を 行 っ た 者 は 、 再 度 入 札

に 参 加 す る こ と が で き な い 。  
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②  再 度 の 入 札 は 、 ２ 回 ま で 行 う 。  

③  再 度 の 入 札 に お い て は 、 入 札 書 積 算 内 訳 書 の 提 出 を 不 要 と す る 。 

( 1 3 )  不 調 時 の 取 扱 い  

再 度 入 札 に よ っ て も な お 落 札 候 補 者 が い な い と き は 、 再 度 入 札 に 参

加 し た 者 の 中 か ら 契 約 の 相 手 方 を 選 定 し 、 随 意 契 約 の 方 法 に よ り 契

約 を 締 結 す る こ と が あ る 。  

①  再 度 入 札 に お い て 無 効 な 入 札 を 行 っ た 者 は 、随 意 契 約 の 相 手 方 と

な る こ と は で き な い 。  

②  随 意 契 約 の 方 法 に よ る 契 約 の 締 結 を 行 う と き は 、再 度 入 札 の 開 札

結 果 の 発 表 に 引 き 続 き 当 該 入 札 場 所 に お い て 直 ち に 、契 約 の 相 手

と な る こ と を 希 望 す る 者 か ら ２ 回 の 範 囲 内 で 見 積 書 を 提 出 さ せ

て 、見 積 額 が 入 札 書 比 較 価 格 の 範 囲 内 で 適 当 と 認 め ら れ た と き は 、

当 該 見 積 も り を し た 者 を 契 約 の 候 補 者 と す る 。こ の 場 合 に お い て

の 見 積 書 は 、 入 札 書 の ｢入 札 ｣を ｢見 積 ｣に 訂 正 し た も の 、 又 は こ れ

と 同 等 と 認 め ら れ る も の を 使 用 す る こ と と す る 。  

( 1 4 )  そ の 他  

①  入 札 に 当 た っ て は 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公 正 取 引 の 確 保 に 関 す る

法 律 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ５ ４ 号 ） 等 に 違 反 す る 行 為 を 行 っ て は な

ら な い 。  

②  入 札 を 公 平 に 執 行 で き な い な ど 、特 別 な 事 情 が あ る と 認 め る と き

は 、 入 札 の 執 行 を 延 期 し 又 は 取 り 止 め る こ と が あ る 。  

 

７  無 効 な 入 札 等  

   ( 1 )  次 の い ず れ か に 該 当 す る 入 札 は 無 効 と す る 。  

      ①  入 札 に 参 加 す る 資 格 の な い 者 が し た 入 札  

     ②  郵 便 、電 報 、電 話 又 は フ ァ ク シ ミ リ に よ り 提 出 し た 者 が し た

入 札  

     ➂  談 合 そ の 他 不 正 行 為 が あ っ た と 認 め ら れ る 入 札  
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     ④  委 任 状 を 提 出 し な い で 代 理 人 の し た 入 札  

     ⑤  入 札 書 の 金 額 、 氏 名 、 陰 影 又 は 重 要 な 文 字 が 誤 脱 し 、 又 は 不

明 確 な と き  

     ⑥  記 名 押 印 を 欠 く 入 札 及 び 金 額 を 訂 正 し た 入 札  

     ⑦  入 札 関 係 職 員 の 指 示 に 従 わ な い 等 、入 札 会 場 の 秩 序 を 乱 し た

者 の 入 札  

     ⑧  一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 申 込 書 等 （ 添 付 書 類 を 含 む 。） 提 出 書

類 に 虚 偽 の 記 載 を 行 っ た 者 の 入 札  

     ⑨  同 一 の 入 札 に お い て 同 一 人 が し た ２ つ 以 上 の 入 札（ 代 理 人 の

場 合 も 含 む 。）  

     ⑩  そ の 他 、入 札 の 条 件 及 び 公 示 に 示 す 事 項 に 反 し た 者 が し た 入

札  

 

( 2 )  失 格  

入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所 に 記 し た 日 時 に 、 入 札 会 場 に 本 人 又 は

代 理 人 が 不 在 の 場 合 は 失 格 と な る 。  

 

８  落 札 候 補 者 の 決 定 方 法  

 ( 1 )  有 効 な 入 札 を し た 入 札 者 の う ち 、 入 札 書 積 算 内 訳 書 に 記 載 さ れ た す

べ て の 施 設 に お け る す べ て の 基 本 料 金 （ 単 価 ） 及 び 従 量 料 金 （ 単 価 ）

が そ れ ぞ れ の 施 設 に お け る 予 定 料 金 （ 単 価 ） の 範 囲 内 で あ る 入 札 を

し た も の で 、 入 札 書 記 載 の 入 札 総 額 （ そ れ ぞ れ の 施 設 の 予 定 契 約 電

力 （ ｋ Ｗ ）、 年 間 予 定 使 用 電 力 量 （ ｋ Ｗ ｈ ） に 基 本 料 金 と 従 量 料 金 及

び 力 率 補 正 等 を 乗 じ て 得 た 額 の 合 計 額 ） が 市 の 定 め る 予 定 価 格 以 下

で 最 低 の 価 格 で あ る 者 を 落 札 候 補 者 と す る 。  

   本 入 札 に お い て は 、 対 象 ２ 施 設 に つ い て そ れ ぞ れ 予 定 基 本 料 金 （ 単

価 ）、 予 定 従 量 料 金 （ 単 価 ） を 設 定 し て い る 。 し た が っ て 対 象 ２ 施 設

に お け る そ れ ぞ れ の 予 定 基 本 料 金 （ 単 価 ）、 予 定 従 量 料 金 （ 単 価 ） を
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１ つ で も 上 回 る 料 金 が あ る 場 合 、 落 札 候 補 者 と な ら な い の で 、 留 意

す る こ と 。  

 ( 2 )  落 札 候 補 者 と な る べ き 者 が ２ 者 以 上 あ る 場 合 に は 、直 ち に 当 該 入 札

を し た 入 札 参 加 者 に ま ず 順 位 を 決 定 す る く じ を 引 く 順 序 を 決 め る

く じ を 引 か せ て 、 そ の 結 果 に よ り 順 位 を 決 定 す る く じ を 引 か せ て 順

位 を 決 定 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 入 札 者 の う ち く じ を 引 か な

い 者 が あ る 場 合 は 、こ れ に 代 え て 当 該 入 札 事 務 に 関 係 の な い 市 職 員

に く じ を 引 か せ る も の と す る 。  

    

９  資 格 確 認 書 類 の 提 出  

開 札 終 了 後 、落 札 候 補 者 は 次 に 掲 げ る 資 格 確 認 書 類 に つ い て 落 札 候 補

者 決 定 を 受 け た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ２ 日 以 内 （ 土 曜 日 、 日 曜 日 及 び

祝 日 を 除 く ） に 下 記 提 出 場 所 に 提 出 す る こ と 。 な お 、 期 限 ま で に 提 出

が な い と き は 、 当 該 落 札 候 補 者 の し た 入 札 は 無 効 と す る 。  

( 1 )  提 出 場 所  

   八 潮 市 中 央 一 丁 目 ３ 番 地 １  

八 潮 市  水 道 部  施 設 課  浄 配 水 ・ 計 画 担 当  （ 水 道 庁 舎 ２ 階 ） 

電 話 ： 0 4 8 - 9 9 6 - 4 2 1 6（ 直 通 ） 内 線 3 7 9  

電 話 ： 0 4 8 - 9 9 6 - 1 4 8 6（ 代 表 ）  

( 2 )   提 出 書 類 （ 提 出 部 数 は 各 1 部 ）  

 提  出  書  類  

①   一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 （ 様 式 第 ６ 号 ）  

②   誓 約 書 （ 様 式 第 ７ 号 ）  

③   

当 該 業 務 に つ い て 、 本 入 札 公 告 の 日 か ら 過 去 ５ 年 の 間 に 国

（ 独 立 行 政 法 人 を 含 む 。）又 は 地 方 公 共 団 体 と 種 類 及 び 規 模 を

ほ ぼ 同 じ く す る 契 約 を 締 結 し た 契 約 書 （ ２ 件 以 上 ） の 写 し  
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1 0  資 格 確 認 結 果 の 通 知  

落 札 候 補 者 が 提 出 し た 資 格 確 認 書 類 を 確 認 後 、 入 札 参 加 資 格 要 件 を 満

た し て い る こ と を 確 認 し た 場 合 は 、 落 札 者 と し て 決 定 し た う え 、 当 該 落

札 者 に 通 知 す る 。 落 札 候 補 者 が 提 出 し た 資 格 確 認 書 類 を 確 認 後 、 入 札 参

加 資 格 要 件 を 満 た し て い な い と し た 場 合 は 、 次 の 入 札 価 格 の 低 い 者 か ら

順 次 審 査 を 行 い 、 適 格 者 が 確 認 で き る ま で 審 査 を 行 う 。  

な お 、 入 札 資 格 要 件 を 満 た し て い な い と し た 場 合 に は 、 一 般 競 争 入 札

参 加 不 適 格 通 知 書 （ 様 式 第 ８ 号 ） に そ の 理 由 を 明 記 し て 通 知 す る 。  

ま た 、 落 札 候 補 者 が 入 札 資 格 要 件 を 満 た し て い な い と し た 場 合 に は 、

次 の 順 位 の 者 か ら 適 格 者 が 確 認 で き る ま で 順 次 審 査 を 行 う た め 、 資 格 確

認 申 請 書 類 の 提 出 を 求 め ら れ た 者 は 、 求 め ら れ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て

２ 日 以 内 （ 土 曜 日 、 日 曜 日 及 び 祝 日 を 除 く ） に 上 記 提 出 場 所 に 提 出 す る

こ と と す る 。 な お 、 期 限 ま で に 提 出 が な い と き は 、 無 効 と す る 。   

 

1 1   契 約  

( 1 )  落 札 者 は 、落 札 決 定 を 受 け た 日 か ら 起 算 し て ７ 日 以 内 に 、契 約 書 に

記 名 押 印 の う え 印 紙 を 貼 付 し て 八 潮 市 水 道 部 施 設 課 浄 配 水・計 画 担

当 に 提 出 す る も の と す る 。ま た 、契 約 の 締 結 及 び 履 行 に 関 す る 費 用

に つ い て は 、す べ て 落 札 者 の 負 担 と す る 。な お 、期 限 ま で に 契 約 書

の 提 出 が な い と き は 、 落 札 決 定 の 効 力 を 失 う も の と す る 。  

( 2 )   契 約 保 証 金 は 免 除 と す る 。   

 ( 3 )   契 約 の 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 は 、 日 本 語 及 び 日 本

国 通 貨 と す る 。  

 

1 2   特 約 事 項  

( 1 )  こ の 契 約 は 、 地 方 自 治 法 (昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 )第 ２ ３ ４ 条 の

３ の 規 定 に よ る 長 期 継 続 契 約 の た め 、 こ の 契 約 の 締 結 の 日 の 属 す

る 年 度 の 翌 年 度 以 降 に お い て 、 当 該 契 約 に 係 る 発 注 者 の 歳 出 予 算
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に つ い て 減 額 又 は 削 減 が あ っ た 場 合 、 発 注 者 （ 八 潮 市 ） は 、 こ の

契 約 を 変 更 し 、 又 は 解 除 す る こ と が で き る 。   

( 2 )   前 項 の 規 定 に よ り こ の 契 約 を 変 更 し 、 又 は 解 除 さ れ た 場 合 に お い

て 、 受 注 者 （ 落 札 者 ） に 損 害 が 生 じ た と き に は 、 発 注 者 は 、 受 注

者 に 対 し て 損 害 賠 償 の 責 め を 負 う も の と す る 。 こ の 場 合 に お け る

賠 償 額 は 、 発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し て 定 め る も の と す る 。     

 

1 3   そ の 他  

( 1 )   本 書 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律

第 ６ ７ 号 ）、 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 １ ６ 号 ）、 八 潮 市

契 約 規 則 （ 平 成 ７ 年 規 則 第 １ ６ 号 ） そ の 他 関 係 法 令 の 定 め る と こ

ろ に よ る も の と す る 。  

( 2 )  提 出 さ れ た 確 認 資 料 等 に つ い て は 、 返 却 し な い も の と す る 。  

( 3 )  入 札 参 加 者 は 、 入 札 後 、 本 件 に 関 す る 公 告 、 仕 様 書 、 規 則 等 に つ

い て の 不 明 を 理 由 と し て 、 異 議 を 申 し 立 て る こ と は で き な い 。  

( 4 )   本 書 を 入 手 し た 者 は 、 当 該 募 集 手 続 以 外 の 目 的 で の 使 用 を 禁 じ る

も の と す る 。  

 

1 4   問 い 合 わ せ 先  

八 潮 市 中 央 一 丁 目 3 番 地 1  

八 潮 市  水 道 部  施 設 課  浄 配 水 ・ 計 画 担 当  （ 水 道 庁 舎 ２ 階 ）  

 電 話 ： 0 4 8 -  9 9 6 - 4 2 1 6  （ 直 通 ）  内 線 3 7 9  

0 4 8‐ 9 9 7 - 1 4 8 6  

電 子 メ ー ル ： s u i d o - s h i s e t s u @ c i t y . y a s h i o . l g . j p  


